
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

(

７

)

 
予
知
出
来
な
い
異
常
交
通
障
害
、

航
行
上
の
危
険
回
避
、

救
助
、

救
難
行
為

（

ク
レ
ー

ム
の
期
間
及
び
方
法

)

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

を
怠
り
、

若
し
く
は
拒
ん
だ
と
き
、

又
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、

貨
物
の
引
渡
し
が
で
き
な
い
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、

２
、

関
税
、

国
内
消
費
税
、

付
加
価
値
税
、

供
託
金
、

罰
金
、

課
徴
金
、

そ
の
他
の
負
担
金
を
含
み
ま
せ
ん
。

も
し
、

会
社

第
９
条
　
1
、

運
賃
料
金
は
第
２
条
第
１
項
に
述
べ
る
「

通
し
運
賃
料
金
」

と
し
、

そ
の
明
細
は
会
社
が
定
め
る
料
金
表
に

第
３
章
　
貨
物
の
引
渡
し

に
荷
受
人
が
不
在
の
場
合
又
は
直
接
荷
受
人
に
引
渡
し
が
で
き
な
い
場
合
は
、

荷
送
人
と
の
特
約
が
な
い
限
り
、

代
理
人

又
は
代
理
人
と
み
な
さ
れ
る
者

(

荷
受
人
取
扱
い
窓
口
、

管
理
人
、

家
族
、

同
居
人
、

隣
人
又
は
荷
受
人
の
同
僚
等
で
荷

受
人
に
代
わ
り
荷
受
人
の
為
に
貨
物
の
引
渡
し
を
受
け
て
く
れ
る
者

)

に
、

貨
物
の
引
渡
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
ま
す
。

荷
送
人
に
対
し
相
当
の
期
間
を
定
め
、

貨
物
の
処
分
に
つ
き
、

指
示
を
求
め
ま
す
。

第
1
3
条
 
1
、

会
社
は
、

運
送
状
の
荷
受
人
が
記
載
さ
れ
た
住
所
に
い
な
い
場
合
、

若
し
く
は
荷
受
人
が
貨
物
の
受
取
り

２
、

前
項
の
規
定
す
る
指
図
の
請
求
及
び
そ
の
指
図
に
従
っ

て
行
っ

た
処
分
に
要
し
た
費
用
は
荷
送
人
の
負
担
と
し
ま
す
。

第
1
4
条
 
1
、

会
社
は
、

前
条
第
１
項
に
対
す
る
指
図
が
無
い
場
合
、

そ
の
指
図
を
求
め
た
日
か
ら
３
０
日
を
経
過
し
た

（

引
渡
し
が
出
来
な
い
貨
物
の
処
分
）

き
ま
す
。

た
だ
し
、

貨
物
が
変
質
又
は
腐
敗
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

直
ち
に
貨
物
の
売
却
そ
の
他
の
処
分
を
す

日
ま
で
貨
物
を
保
管
し
た
後
、

仕
向
国
の
法
規
に
よ
り
こ
れ
を
売
却
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
処
分
を
す
る
こ
と
が
で

(

1
0

)

 
荷
送
人
の
責
任
と
さ
れ
る
記
載
事
項
、

申
告
事
項
の
誤
記
、

不
備
、

虚
偽
の
記
載
、

申
告
、

そ
の
他
荷
送
人

（

貨
物
の
引
渡
し
が
出
来
な
い
場
合
の
措
置

)

第
1
2
条
　
会
社
は
、

運
送
状
に
記
載
さ
れ
た
場
所
で
、

荷
受
人
に
貨
物
を
引
渡
し
ま
す
。

た
だ
し
、

配
達
時
、

そ
の
場
所

意
又
は
過
失
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
は
、

責
任
は
負
い
ま
せ
ん
。

の
で
あ
る
と
き
に
は
、

責
任
を
負
い
ま
す
。

た
だ
し
、

滅
失
等
又
は
遅
延
が
以
下
に
定
め
る
場
合
、

あ
る
い
は
会
社
の
故

滅
失
ま
た
は
毀
損
（

以
下
「

滅
失
等
」

と
い
う
。
）

又
は
遅
延
に
つ
い
て
そ
の
滅
失
等
又
は
遅
延
が
運
送
中
に
生
じ
た
も

と
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
場
合
を
除
き
ま
す
。

⑬
 
水
銀

５
、

荷
受
人
が
負
担
す
べ
き
金
額
を
支
払
わ
な
い
場
合
は
、

荷
送
人
が
そ
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

６
、

料
金
表
は
航
空
運
賃
の
改
訂
、

そ
の
他
の
経
済
変
動
に
よ
り
改
訂
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

第
1
0
条
　
運
賃
料
金
は
、

原
則
と
し
て
運
送
の
引
受
時
に
お
支
払
い
を
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、

例
外
的
に
運
賃
料
金
に

（

料
金
等
の
収
受
）

が
そ
の
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

第
1
1
条
　
会
社
は
、

貨
物
の
取
扱
い
、

保
管
、

通
関
及
び
運
送
に
お
い
て
取
る
べ
き
手
段
、

経
路
及
び
手
続
に
つ
い
て

一
任
さ
れ
、

最
善
の
方
法
を
と
る
こ
と
と
し
ま
す
。

（

運
送
経
路
と
そ
の
方
法

)

（

貨
物
の
引
渡
し
）

２
、

運
送
状
の
必
要
記
載
事
項
は
下
記
の
と
お
り
で
す
。

な
い
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(

通
関
用
送
り
状
（

イ
ン
ボ
イ
ス
）

)

７
、
「

条
約
」

と
は
、

次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
、

適
用
に
な
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

１
９
２
９
年
１
０
月
１
２
日
ワ
ル
ソ
ー

５
、
「

荷
送
人
」

と
は
、

貨
物
の
運
送
に
関
し
て
会
社
と
契
約
を
締
結
し
た
当
事
者
と
し
て
、

運
送
状
に
そ
の
氏
名
又
は

②
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
事
業
活
動
を
支
配
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

で
署
名
さ
れ
た
「

国
際
航
空
運
送
に
つ
い
て
の
あ
る
規
則
の
統
一
に
関
す
る
条
約
」
（

以
下
「

ワ
ル
ソ
ー

条
約
」

と
い

律
第
８
２
号
）

第
２
条
第
８
項
に
規
定
す
る
事
業
を
い
い
ま
す
。

)

 
と
し
て
提
供
す
る
も
の
で
す
。

サ
ー

ビ
ス
に
つ
き
、

荷
送
人
と
会
社
と
の
間
の
契
約
を
証
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
（

以
下
、

“
運
送
状
”
と
い
う
）

物
を
い
い
ま
す
。
（

以
下
、

“
貨
物
”
と
い
う
）

３
、
「

会
社
」

と
は
、
「

国
際
宅
配
便
サ
ー

ビ
ス
」

(

ｓ
ｇ
ｘ

)

を
提
供
す
る
Ｓ
Ｇ
ム
ー

ビ
ン
グ
株
式
会
社
を
い
い
ま
す
。

４
、
「

国
際
宅
配
便
運
送
状
」

と
は
、

荷
送
人
に
よ
り
又
は
荷
送
人
に
代
わ
っ

て
作
成
さ
れ
る
書
類
で
、

国
際
宅
配
便

運
送
事
業
者
が
行
う
貨
物
の
国
際
運
送

)

に
係
る
第
２
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（

貨
物
利
用
運
送
事
業
法

(

平
成
元
年
法

る
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
を
い
い
ま
す
。
）

が
行
う
貨
物
の
国
際
運
送
（

又
は
当
該
運
送
を
利
用
し
て
貨
物
利
用

（

適
用
範
囲
）

２
、

こ
の
サ
ー

ビ
ス
は
、

航
空
運
送
事
業
者
（

航
空
法
 

(

昭
和
２
７
年
法
律
第
２
３
１
号
）

第
２
条
第
１
８
項
に
規
定
す

第
１
条
　
1
、

本
約
款
は
Ｓ
Ｇ
ム
ー

ビ
ン
グ
株
式
会
社
の
「

国
際
宅
配
便
サ
ー

ビ
ス
」

(

s
g
x

)

に
適
用
さ
れ
る
も
の
と

第
１
章
　
総
則

し
ま
す
。

国
際
宅
配
便
約
款

　
　
　
　
　
認
可
番
号
　
　
国
総
国
物
１
３
９
号
の
３

　
　
　
　
　
認
可
日
　
　
　
平
成
２
６
年
３
月
１
８
日

第
２
条
　
1
、
「

国
際
宅
配
便
サ
ー

ビ
ス
」

と
は
、

荷
送
人
か
ら
荷
受
人
ま
で
の
ド
ア
・
ツ
ー

・
ド
ア
運
送
又
は
運
送
の

（

定
　
義
）

響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

よ
り
ま
す
。

な
お
、
「

通
し
運
賃
料
金
」

に
は
、

発
着
地
集
配
料
、

通
関
料
、

運
賃
、

取
扱
い
手
数
料
等
を
含
み
ま
す
。

託
さ
れ
一
口
と
し
て
扱
わ
れ
、

一
宛
先
地
の
一
荷
受
人
宛
て
、

一
通
の
運
送
状
で
運
送
さ
れ
る
一
個
又
は
数
個
の
小
荷

引
受
け
若
し
く
は
手
配
及
び
そ
れ
に
付
随
す
る
付
帯
業
務
を
「

通
し
運
賃
料
金
」

で
行
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。

２
、
「

国
際
宅
配
便
貨
物
」

と
は
、

本
約
款
の
規
定
に
基
づ
き
会
社
に
よ
り
、

一
荷
送
人
か
ら
、

一
時
に
、

一
箇
所
で
受

険
料
を
収
受
い
た
し
ま
す
。

も
の
を
い
い
ま
す
。

規
定
す
る
暴
力
団
（

以
下
「

暴
力
団
」

と
い
い
ま
す
、
）

の
活
動
を
助
長
し
、

又
は
暴
力
団
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
と

(

６

)

 
申
告
価
格

８
、
「

Ｓ
Ｄ
Ｒ
」

と
は
、

国
際
通
過
基
金
の
定
め
る
特
別
引
出
権
（

ス
ペ
シ
ャ

ル
ド
ロ
ー

イ
ン
グ
ラ
イ
ト
／
Ｓ
Ｄ
Ｒ
）

を
い

(

１

)

 
荷
送
人
の
氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号

６
、
「

荷
受
人
」

と
は
、

会
社
が
貨
物
を
引
渡
す
べ
き
者
と
し
て
、

運
送
状
に
そ
の
氏
名
又
は
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る

い
ま
す
）
。

１
９
５
５
年
９
月
２
８
日
ヘ
ー

グ
で
署
名
さ
れ
た
「

１
９
５
５
年
に
ヘ
ー

グ
で
改
正
さ
れ
た
ワ
ル
ソ
ー

条
約
」

（

以
下
、
「

改
正
ワ
ル
ソ
ー

条
約
」

と
い
い
ま
す
）
。

１
９
７
５
年
９
月
２
５
日
モ
ン
ト
リ
オ
ー

ル
で
署
名
さ
れ
た
モ
ン

ト
リ
オ
ー

ル
第
４
議
定
書
で
改
正
さ
れ
た
「

１
９
５
５
年
に
ヘ
ー

グ
で
改
正
さ
れ
た
ワ
ル
ソ
ー

条
約
」
（

以
下
、
「

モ
ン

ト
リ
オ
ー

ル
第
４
議
定
書
」

と
い
い
ま
す
）
。

い
ま
す
。

（

運
送
状
）

第
２
章
　
運
送
の
引
き
受
け

第
３
条
　
1
、

荷
送
人
が
貨
物
の
運
送
を
委
託
す
る
と
き
は
、

荷
送
人
は
貨
物
１
口
ご
と
に
運
送
状
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

つ
い
て
の
責
任
は
荷
送
人
に
あ
り
ま
す
。

り
ま
せ
ん
。

運
送
状
の
作
成
は
、

荷
送
人
の
依
頼
に
よ
り
、

会
社
が
代
わ
っ

て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

記
載
内
容
に

（

２
）

荷
造
り
が
運
送
に
適
さ
な
い
と
き
。

（

１
）

運
送
の
申
込
み
が
、

こ
の
約
款
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

求
し
、

又
は
荷
送
人
の
負
担
に
よ
り
貨
物
の
運
送
に
適
す
る
荷
造
り
を
行
い
ま
す
。

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

荷
造
り
が
運
送
に
適
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、

会
社
は
荷
送
人
に
対
し
必
要
な
荷
造
り
を
要

(

５

)

 
会
社
の
受
取
署
名
・
年
月
日
・
時
刻

(

４

)

 
荷
送
人
の
署
名
・
年
月
日

(

３

)

 
明
細
　

(

D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n

)

(

２

)

 
荷
受
人
の
氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号

た
だ
し
、

点
検
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
貨
物
の
運
送
が
、

発
送
地
、

経
由
地
及
び
目
的
地
と
さ
れ
る
国
の
法
令
に
違
反
し

状
（

イ
ン
ボ
イ
ス
）

を
作
成
し
、

会
社
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

(

８

)

 
そ
の
他
会
社
が
必
要
と
す
る
記
載
事
項

(

７

)

 
個
数
・
重
量

第
４
条
　
荷
送
人
は
、

通
関
手
続
き
に
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
、

貨
物
内
容
に
基
づ
き
、

貨
物
１
口
ご
と
に
、

通
関
用
送
り

第
５
条
　
会
社
は
、

必
要
あ
り
と
認
め
た
場
合
、

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
貨
物
の
内
容
を
点
検
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（

貨
物
の
内
容
点
検
）

第
６
条
　
荷
造
り
の
責
任
は
荷
送
人
に
あ
る
も
の
と
し
、

荷
送
人
は
貨
物
の
運
送
に
適
す
る
よ
う
に
貨
物
の
荷
造
り
を
し
な

（

荷
造
り
）

⑪
 
写
真
用
閃
光
電
球

な
る
と
認
め
ら
れ
る
運
送
、

信
書
の
運
送
等
運
送
が
法
令
の
規
定
又
は
公
の
秩
序
若
し
く
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
も

の
で
あ
る
と
き
。

運
送
に
関
し
、

荷
送
人
か
ら
特
別
な
負
担
を
求
め
ら
れ
た
と
き
。

「

暴
力
団
員
」

と
い
い
ま
す
。
）
、

暴
力
団
準
構
成
員
、

暴
力
団
関
係
者
そ
の
他
の
反
社
会
的
勢
力
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き

れ
る
蓋
然
性
が
極
め
て
高
い
と
会
社
が
判
断
す
る
者
を
含
む
。
）

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２
、

会
社
は
運
送
を
引
受
け
た
後
に
前
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
っ

た
た
め
、

運
送
を
行
わ
な
い
こ
と

（

１
）

重
量
、

容
積
、

金
額
に
つ
い
て
は
、

別
途
定
め
る
運
賃
・
料
金
表
の
規
定
を
超
え
る
と
き

（

２
）

貨
物
が
以
下
に
掲
げ
る
品
物
に
該
当
す
る
場
合

と
す
る
場
合
は
、

遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
通
知
し
た
上
で
、

荷
送
人
に
返
送
し
ま
す
。

（

５
）

荷
送
人
又
は
荷
受
人
が
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

①
暴
力
団
、

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（

以
下

③
法
人
で
そ
の
役
員
の
う
ち
に
暴
力
団
員
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

④
会
社
に
対
し
暴
行
、

脅
迫
等
の
犯
罪
行
為
又
は
不
当
要
求
を
行
う
者
（

荷
受
人
に
あ
っ

て
は
、

同
様
の
行
為
が
行
わ

が
こ
れ
ら
の
負
担
金
を
支
払
っ

た
場
合
は
、

荷
受
人
は
直
ち
に
会
社
に
そ
の
金
額
を
支
払
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑱
 
危
険
物
と
定
義
さ
れ
る
も
の

(

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
危
険
物
規
則
及
び
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ａ
危
険
物
規
則
に
よ
る

)

⑮
 
酸
化
剤

⑭
 
酸
そ
の
他
の
腐
敗
性
物
質
、

全
て
の
塩
基
お
よ
び
酸

 

(

運
賃
料
金

)

⑳
 
通
過
国
を
含
む
輸
出
入
国
、

州
、

地
方
自
治
体
、

連
邦
政
府
の
法
令
に
よ
り
そ
の
輸
送
、

輸
出
及
び
輸
入
等
が
禁

⑩
 
引
火
性
液
体
お
よ
び
個
体
、

可
燃
性
個
体

⑨
 
圧
縮
ガ
ス

つ
い
て
着
払
い
を
認
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
場
合
に
お
い
て
、

荷
受
人
に
よ
り
支
払
い
が
無
い
と
き
は
、

荷
送
人

そ
の
費
用
及
び
負
担
金
は
、

依
頼
人
に
よ
り
収
受
し
ま
す
。

３
、

会
社
が
、

荷
送
人
の
請
求
に
基
づ
き
運
送
保
険
契
約
の
締
結
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、

通
し
運
賃
料
金
と
は
別
に
保

４
、

会
社
が
、

荷
送
人
ま
た
は
荷
受
人
の
依
頼
に
基
づ
き
通
常
の
範
囲
を
超
え
る
手
続
き
や
作
業
の
提
供
を
し
た
場
合
は
、

３
、

前
項
に
よ
る
返
送
に
要
し
た
費
用
は
、

荷
送
人
の
負
担
と
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

第
８
条
　
会
社
は
次
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、

そ
の
運
送
を
引
受
け
ま
せ
ん
。

（

引
受
の
制
限
）

①
 
金
・
銀
・
白
金
そ
の
他
の
貴
金
属
、

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
含
む
貴
石
及
び
半
貴
石
、

各
国
の
通
貨
（

紙
幣
、

硬
貨
）
、

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
宝
飾
品
、

そ
の
他
の
貴
重
品

②
 
有
価
証
券
類
（

た
だ
し
、

文
書
に
よ
り
特
約
を
し
、

付
保
し
た
場
合
は
除
く
）

合
は
、

責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

中
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
の
み
に
、

責
任
を
負
い
ま
す
。

た
だ
し
、

滅
失
等
が
以
下
の
原
因
の
み
に
よ
り
生
じ
た
場

ら
生
じ
た
滅
失
ま
た
は
毀
損
（

以
下
「

滅
失
等
」

と
い
い
、

遅
延
は
含
み
ま
せ
ん
。
）

に
つ
い
て
、

そ
の
滅
失
等
が
運
送

受
領
の
署
名

(

又
は
押
印

)

が
な
さ
れ
、

引
き
取
ら
れ
た
場
合
は
、

貨
物
は
正
常
に
、

運
送
契
約
に
従
い
運
送
さ
れ
た
こ

者
へ
の
引
き
渡
し

又
は
荷
受
人
の
故
意
又
は
過
失

３
、

モ
ン
ト
リ
オ
ー

ル
第
４
議
定
書
が
適
用
さ
れ
る
貨
物
の
運
送
ま
た
は
そ
れ
に
付
随
し
て
会
社
が
行
う
そ
の
他
の
業
務
か

（

２

)

　
貨
物
に
遅
延
が
あ
っ

た
場
合
は
、

荷
受
人
に
よ
る
物
品
受
領
の
日
か
ら
２
１
日
以
内

基
礎
に
算
出
さ
れ
る
当
該
物
品
の
実
際
の
損
害
額
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

額
を
会
社
の
責
任
の
限
度
と
し
ま
す
。

８
、

貨
物
の
遅
延
に
関
す
る
会
社
の
責
任
は
、

当
該
貨
物
に
係
る
運
賃
・
料
金
の
額
を
限
度
と
し
ま
す
。

（

３

)

　
貨
物
に
滅
失
が
あ
っ

た
場
合
は
、

運
送
状
発
行
の
日
か
ら
１
２
０
日
以
内

(

９

)

 
法
令
又
は
公
権
力
の
発
動
に
よ
る
運
送
の
差
し
止
め
、

貨
物
の
開
梱
、

検
査
、

没
収
、

差
し
押
さ
え
又
は
第
三

(

８

)

 
地
震
、

津
波
、

高
潮
、

洪
水
、

暴
風
雨
、

地
滑
り
、

山
崩
れ
、

そ
の
他
の
天
災

⑧
 
爆
発
物

⑦
 
小
火
器
用
爆
薬
並
び
に
火
器

⑰
 
気
化
性
物
質

⑯
 
毒
物

⑫
 
磁
気
性
物
質

㉑
 
会
社
が
不
適
当
と
認
め
た
も
の

⑲
 
法
定
運
送
禁
止
品
目

止
さ
れ
、

又
は
制
限
さ
れ
て
い
る
貨
物

と
き
は
、

こ
れ
を
荷
送
人
に
返
還
し
ま
す
。

（

４
）

貨
物
の
輸
入
、

輸
出
又
は
通
関
に
関
す
る
法
令
、

官
公
署
の
規
制
、

命
令
ま
た
は
指
示

（

３
）

戦
争
又
は
武
力
紛
争

（

２
）

会
社
、

会
社
の
従
業
員
も
し
く
は
代
理
人
以
外
の
者
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
荷
造
り
の
欠
陥

（

１
）

貨
物
の
固
有
の
欠
陥
ま
た
は
性
質

４
、

第
５
項
に
定
め
る
場
合
を
除
い
て
、

滅
失
等
に
関
す
る
会
社
の
責
任
は
、

損
害
を
受
け
た
貨
物
の
実
重
量
１
キ
ロ
グ
ラ

５
、

モ
ン
ト
リ
オ
ー

ル
第
４
議
定
書
が
適
用
さ
れ
る
貨
物
の
運
送
の
場
合
の
滅
失
等
に
関
す
る
会
社
の
責
任
は
、

損
害
を
受

絶
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

め
、

貨
物
に
対
し
留
置
権
を
有
す
る
も
の
と
し
、

か
か
る
費
用
の
支
払
い
が
な
さ
れ
る
ま
で
、

当
該
貨
物
の
引
渡
し
を
拒

（

責
任
）

第
４
章
　
責
任

２
、

第
３
項
に
定
め
る
場
合
を
除
い
て
、

貨
物
の
運
送
ま
た
は
そ
れ
に
付
随
し
て
会
社
が
行
う
そ
の
他
の
業
務
か
ら
生
じ
た

２
、

会
社
は
、

本
約
款
に
よ
り
、

荷
送
人
と
締
結
し
た
運
送
契
約
に
基
づ
い
て
生
じ
た
全
て
の
費
用
の
支
払
い
が
な
さ
れ
る

ま
で
当
該
荷
送
人
と
の
運
送
契
約
に
よ
っ

て
会
社
が
占
有
す
る
荷
送
人
の
貨
物
の
引
渡
し
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

(

６

)

 
不
可
抗
力
、

不
可
抗
力
に
よ
る
火
災
等
の
災
害

訴
訟
以
外
の
場
合
に
は
、

支
払
う
べ
き
損
害
賠
償
額
の
確
定
し
た
日
に
有
効
な
換
算
率
を
適
用
し
ま
す

し
た
費
用
及
び
そ
の
他
の
立
替
金
等
に
充
当
し
、

不
足
が
あ
る
と
き
は
荷
送
人
に
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
、

余
剰
が
あ
る

２
、

会
社
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
荷
送
人
に
対
し
通
知
し
ま
す
。

３
、

会
社
は
、

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
し
た
と
き
は
、

そ
の
代
金
を
指
図
の
請
求
並
び
に
貨
物
の
保
管
及
び
処
分
に
要

第
1
5
条
 
1
、

会
社
は
、

運
賃
・
料
金
、

立
替
金
、

そ
の
他
運
送
約
款
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
全
て
の
費
用
の
回
収
の
た

（

留
置
権
の
行
使
）

⑥
 
変
敗
し
や
す
い
も
の

⑤
 
遺
体

④
 
動
植
物

③
 
信
書
又
は
現
行
法
で
信
書
と
定
義
さ
れ
た
通
信
手
段

た
損
害
に
つ
い
て
は
、

荷
送
人
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

(

５

)

 
同
盟
罷
業
、

同
盟
怠
業
、

社
会
的
騒
櫌
、

ハ
イ
ジ
ャ
ッ

ク
、

テ
ロ
行
為
、

強
盗
、

事
変
、

戦
争
及
び
戦
争
類
似

(

４

)

 
Ｘ
線
、

放
射
線
、

磁
気
等
の
影
響
に
よ
る
障
害

(

３

)

 
貨
物
の
性
質
に
よ
る
発
火
、

爆
発
、

蒸
れ
、

か
び
、

腐
敗
、

変
色
、

錆
び
、

そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
事
由

(

２

)

 
梱
包
状
態
、

住
所
、

記
号
、

番
号
等
の
必
要
事
項
の
記
載
の
不
完
全
あ
る
い
は
欠
陥

(

１

)

 
貨
物
固
有
の
欠
陥
、

自
然
の
消
耗

行
為
等

（

４
）

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
）

第
二
条
第
二
号
に

（

３
）

運
送
に
関
し
、

荷
送
人
か
ら
特
別
な
負
担
を
求
め
ら
れ
た
と
き
。

第
７
条
　
会
社
は
、

次
の
場
合
に
は
運
送
の
引
受
を
拒
否
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（

引
受
の
拒
否
）

第
1
6
条
 
1
、

会
社
の
責
任
は
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

但
し
、

条
約
そ
の
他
の
適
用
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合

で
、

本
条
の
規
定
が
そ
の
条
約
、

適
用
法
令
の
定
め
よ
り
も
会
社
の
責
任
を
免
除
し
、

又
は
低
い
限
度
を
定
め
て
い
る
こ

ム
当
た
り
２
０
米
国
ド
ル
を
限
度
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、

会
社
、

会
社
の
従
業
員
、

代
理
人
の
故
意
、

重
過
失
に
よ
り
損

を
含
む
も
の
と
し
、

か
つ
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

い
ま
せ
ん
。

か
か
る
間
接
的
損
害
に
は
、

得
べ
か
り
し
利
益
、

利
息
及
び
効
用
の
損
失
並
び
に
商
機
の
逸
失
に
よ
る
損
失

い
て
直
接
発
生
し
た
物
的
損
害
に
対
し
て
の
み
責
任
を
負
い
、

そ
の
結
果
発
生
し
た
間
接
的
損
害
に
つ
い
て
は
責
任
を
負

９
、

会
社
は
、

遅
延
に
よ
る
損
害
以
外
の
い
か
な
る
間
接
的
な
損
害
に
対
し
て
も
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

即
ち
、

貨
物
に
つ

１
０
、

損
害
賠
償
に
関
す
る
通
過
換
算
は
、

訴
訟
の
場
合
に
は
、

最
終
口
頭
弁
論
終
結
の
日
に
有
効
な
換
算
率
を
適
用
し
、

に
価
額
を
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、

そ
の
価
額
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、

そ
の
申
告
価

け
た
貨
物
の
実
重
量
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
２
２
Ｓ
Ｄ
Ｒ
を
限
度
と
し
ま
す
。

害
が
生
じ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

７
、

前
４
項
、

５
項
又
は
６
項
い
ず
れ
の
場
合
も
、

損
害
賠
償
の
請
求
に
あ
た
っ

て
は
、

物
品
の
実
際
の
購
買
価
格
、

同
種

同
品
質
の
物
品
の
通
常
の
価
格
又
は
そ
の
い
ず
れ
も
な
い
場
合
は
、

限
度
内
で
正
当
と
認
め
ら
れ
る
そ
の
物
品
の
価
格
を

６
、

前
４
項
又
は
５
項
に
か
か
わ
ら
ず
、

荷
送
人
は
貨
物
引
き
受
け
時
に
必
要
と
さ
れ
る
割
増
料
金
を
支
払
っ

て
、

運
送
状

（

危
険
回
避
の
処
置
と
損
害
賠
償
）

２
、

こ
れ
ら
の
危
険
回
避
措
置
の
結
果
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、

会
社
は
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

第
1
8
条
　
1
、

貨
物
が
、

何
等
苦
情
も
な
く
荷
受
人
に
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
、

又
は
受
領
書
上
に
事
故
等
の
記
載
が
な
く
、

２
、

貨
物
に
関
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
は
、

次
の
各
号
の
期
間
内
に
文
章
を
も
っ

て
、

会
社
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、

会
社

約
を
締
結
し
た
営
業
所
の
所
在
地
の
裁
判
所
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

運
送
の
中
止
の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
の
期
間
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

第
1
9
条
 
1
、

責
任
に
関
す
る
訴
は
、

到
着
地
で
荷
受
人
に
貨
物
を
引
き
渡
し
た
日
、

引
き
渡
す
べ
き
で
あ
っ

た
日
又
は

ぶ
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

状
況
に
応
じ
何
時
何
処
で
も
運
送
の
中
断
、

貨
物
の
点
検
取
り
卸
し
、

破
壊
、

破
棄
又
は
無

（

出
訴
期
限
）

２
、

前
項
の
期
間
の
計
算
方
法
は
、

発
地
国
の
法
律
の
規
定
に
従
い
ま
す
。

第
2
0
条
 
1
、

会
社
に
対
す
る
訴
訟
は
、

発
地
国
の
会
社
の
住
所
地
、

会
社
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
又
は
会
社
が
契

（

裁
判
の
管
轄
）

２
、

会
社
に
対
す
る
訴
訟
の
手
続
は
、

発
地
国
の
法
律
に
よ
り
ま
す
。

第
2
1
条
　
本
約
款
の
規
定
が
、

条
約
、

法
律
、

政
府
の
規
則
、

命
令
又
は
要
求
に
反
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
規
定
は
、

こ

れ
ら
の
法
令
と
抵
触
し
な
い
限
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
、

そ
の
い
か
な
る
規
定
の
無
効
も
、

他
の
規
定
に
影

（

約
款
の
適
用
と
法
令
）

(

１

)

 
貨
物
に
毀
損
の
あ
っ

た
場
合
は
、

荷
受
人
に
よ
る
物
品
受
領
の
日
か
ら
１
４
日
以
内

は
そ
の
損
害
賠
償
の
請
求
の
受
理
は
し
ま
せ
ん
。

と
の
証
拠
と
な
り
ま
す
。

害
化
等
の
処
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、

当
該
貨
物
の
処
置
に
係
る
費
用
及
び
そ
れ
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ

第
1
7
条
 
1
、

会
社
は
、

運
送
中
に
貨
物
の
性
質
、

欠
陥
等
に
よ
り
人
も
し
く
は
他
の
物
品
に
害
が
及
ん
だ
場
合
又
は
及


